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１【提出理由】

平成28年６月23日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社 普通株式 １株につき 金５円

　総額　632,014,710円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月24日

 
第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、取締役及び取締役

会に関する規定の変更及び新設、並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除など、定款の変更を行うもので

あります。

 
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、水野明人、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、小橋鴻三を選

任するものであります。

 
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、浜田康宏、筒井豊、山添俊作を選任するものであります。

 
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、伊藤嘉章を選任するものであります。

 

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役に対しては３千万円以

内）とするものであります。

 
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額５千万円以内とするものであります。

 

EDINET提出書類

美津濃株式会社(E03036)

臨時報告書

2/3



 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成 (個) 反対 (個) 棄権 (個) 可決要件
決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 100,834 250 0 (注)１ 可決(99.752％)

第２号議案 100,945 139 0 (注)２ 可決(99.862％)

第３号議案

水　野　　明　人

加　藤　　昌　治

山　本　　睦　朗

福　本　　大　介

小　橋　　鴻　三

 

70,936

78,043

80,672

80,670

81,029

 

30,147

23,040

20,411

20,413

20,054

 

0

0

0

0

0

(注)３

 

 

 

 

 

 

 

可決(70.175％)

可決(77.206％)

可決(79.807％)

可決(79.805％)

可決(80.160％)

第４号議案

浜　田　　康　宏

筒　井　　　　豊

山　添　　俊　作

 

82,435

82,176

81,107

 

18,648

18,907

19,976

 

0

0

0

(注)３

 

 

 

可決(81.551％)

可決(81.295％)

可決(80.238％)

第５号議案

伊　藤　　嘉　章

 

71,668

 

29,416

 

0

(注)３

 

 

可決(70.899％)

第６号議案 82,550 18,534 0 (注)１ 可決(81.664％)

第７号議案 82,935 18,148 0 (注)１ 可決(82.046％)
 

 
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものの集計に

より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛否の確

認ができていない議決権の数の一部を集計しておりません。
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